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定  例  会  議  の  開  催  状  況 

 

第１ 開催日時 

令和４年９月 29 日（木） 午前９時 30 分～午後２時 20 分 

第２ 開催場所 

   公安委員会室 

第３ 出席者 

１ 公安委員会 

泉委員長 上枝委員、岡委員 

２ 警察本部 

本部長、警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、 

首席監察官、地域監、情報通信部長、公安委員会補佐官 

 ３ 陪席 

   総務課長 

第４ 委員説示 

委員から「警察の仕事とは、通常民間の会社であれば、社員を行かせ

ないような危険な現場に職員を派遣し、対応させなければならない『尋

常ではない仕事』である。また、警察の対応が求められる事象は幅広く、

県民からの期待も大きい。対応する範囲が広ければ、それだけミスが起

こる確率も増えてしまう。ミスを防ぐため、基本に忠実な職務を心がけ

ていても、やはり人はミスをしてしまう。そして、そのミスに対して、

いくら懲戒処分をしてみたところで、ミスは完全になくなるものではな

い。そこで思うのは、労働災害に関する研究から生まれた 1：29：300 の

法則とも言われるハインリッヒの法則である。1 件の重大事故の裏には、

29 件の軽微な事故、300 件のヒヤッとした事案があるとされるものであ

るが、このヒヤッとした体験を職員間で情報共有することで、ミスをな

くしていくことが大事である。こうした地道な取組を継続していただき

たいと思う」旨の発言があった。 

第５ 議題事項 

   香川県警察職員互助会設置規則の一部改正について 

   県警察から、香川県警察職員互助会設置規則（平成 13 年香川県公安委

員会規則第 14 号）の一部を改正する旨の報告がなされ、審議の上了承し
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た。 

第６ 報告事項 

 １ 令和４年全国優良警察職員表彰被表彰者の決定について 

   県警察から、令和４年の全国優良警察職員表彰の被表彰者が決定した

旨の報告がなされた。 

   委員から、「長年、事件対応の第一線で活躍されてきた方が受賞すると

のことで、とても良いと思う。また、受賞式も今回は東京で開催される

ということで良かったと思う」旨の発言があった。 

 ２ 令和４年度第１回管区監察の受監結果について 

   県警察から、令和４年度第１回管区監察を受監した結果について報告

がなされた。 

   委員から、「細かいところまで厳しくチェックしていることがよく分

かった」旨の発言があった。 

 ３ 令和４年全国地域安全運動の実施について 

   県警察から、公益財団法人香川県防犯協会連合会等の関係機関・団体

と連携し、10 月 11 日（火）から同月 20 日（木）までの間、「全国地域

安全運動」を実施する旨の報告がなされた。 

   委員から、「期間中、たくさんの行事が計画されており、いろいろなア

イデアもあって素晴らしい。防犯ＣＳＲ活動で、民間企業との連携もあ

り、今後も連携先が増えていくと良いと思う」旨の発言があった。    

 ４ 公安委員会の交通規制（専決分）の実施について 

   県警察から、公安委員会の交通規制（専決分）については、 

○  一灯点滅式信号機の廃止及びこれに伴う一時停止の新設等 

○  三豊市立みとよ市民病院先への押ボタン式信号機の新設 

○  通学路合同点検に基づく横断歩道の移設 

  等の 29 か所（区間）を実施する旨の報告がなされた。 

   委員から、「今後とも適切に実施していただきたい」旨の発言があった。 

 ５ 警察官の特別派遣について 

   県警察から、福井県公安委員会及び山口県公安委員会から援助の要求

があったので、これを受理して警察官を特別派遣する旨の報告がなされ

た。 

第７ 意見の聴取等の審議結果について 
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   県警察から、運転免許の取消し等に係る意見の聴取等について報告が

なされ、審議の上、処分内容を決定した。 

第８ 決裁 

１ 公安委員会定例会議会議録の作成について 

 （令和４年７月 28 日開催分、令和４年８月４日開催分） 

２ 公安委員会ホームページにおける定例会議会議録の更新について 

（令和４年７月 28 日開催分、令和４年８月４日開催分） 

 ３ 苦情処理結果について 

第９  その他 

 １ 銃砲刀剣類所持等取締法（クロスボウ）の施行状況について 

   県警察から、令和４年９月 14 日をもって銃砲刀剣類所持等取締法（昭

和 33 年法律第６号）に基づく「クロスボウ」の経過措置が終了したこと

から、その概要について報告がなされた。 

 ２ 香川県警察Ｇ７広島サミット等警備対策室の設置について 

   県警察から、Ｇ７サミット関係閣僚会議の高松市開催決定を受け、万

全の警備諸対策を推進するため、警備部内に「香川県警察Ｇ７広島サミ

ット等警備対策室」を設置する旨の報告がなされた。 

 ３ 留置管理業務の厳正かつ適正な推進について 

   県警察から、令和４年 10 月 1 日から高松南警察署留置施設を女性集

中施設として運用する旨の報告がなされた。 

４ 公安委員会宛ての苦情の処理結果について 

   県警察から、受理した苦情について、事実関係及び措置状況について

報告がなされ、審議の上、通知する内容等を決定した。 

 ５ 警察署協議会の開催結果について 

委員から、令和４年９月 14 日（水）開催の「令和４年度第２回坂出警

察署協議会」の結果について紹介がなされ、委員から、令和４年９月 13

日（火）開催の「令和４年度第２回高松北警察署協議会」及び令和４年

９月 15 日（木）開催の「令和４度年第１回三豊警察署協議会」の結果に

ついて紹介がなされた。 

  

 


